
総合福祉部会 第 7回

H22921 1   参考資料8

全国障害児・者実態調査 (仮称)に関するワーキンググループ
(第 6回 )

平成 22年 9月 14日 (火 )

18:00～ 20:00
厚生労働省専用第 13会議室

議事次第

1.開会

2.言義事

(1)試行調査について

(2)その他

3.閉会
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全国障害児・者実態調査 (仮称)試行調査に関する

今後のスケジュール (案 )

9月 14日 (火) 第6回ワーキンググループ
ロ障害者団体ヒアリング等に用いる試行調査調査票の研

究班案の確定

9月 中旬      障害者団体ヒアリングの案内の発出

ホームページ等による意見募集の開始 (2週間程度)

試行調査調査票の研究班案の統計専門家への意見照会

9月 21日 (水)  障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会
ロワーキンググループにおける検討状況の報告

(試行調査調査票の研究班案の提示)

9月 下旬      障害者団体ヒアリング (2日 程度)

10月 中旬     第 7回 ワーキンググループ

10月 26日 (火) 障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会
口試行調査について
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全国在宅障害児 口者実態調査 (仮称)の基本骨格 (案)について (修正版 )

1 調査の目的

障害者自立支援法廃止後の制度の谷間を生まない「障害者総合福祉法」 (仮

称)の実施等の検討の基礎資料 とするため、在宅の障害児・者 (こ れまでの

法制度では支援の対象とならない者を含む。)の生活実態とニーズを把握する。

※ 1 施設入所者、入院患者等の在宅の障害児 口者以外の者については、在

宅者と同一の調査で行 うことは難 しいため、今回の実態調査の対象とは

しない。

※ 2 施設入所者及び入院患者の調査等の実施については、総合福祉部会の

構成員を始めとする関係団体その他の関係者間で議論いただき、その結

果を踏まえて検討する。

※ 3 今回の実態調査の名称については、今後検討。

※ 4 今回の実態調査については、障害福祉行政の企画 口推進の基礎資料で

あり、今後も定期的に実施することを想定。

2 調査の方法

A案
口抽出した調査対象地区の全世帯に調査票を郵送 し、調査票記入後、郵送に

より返送する方法とする。

B案

区内の世帯を訪間 し、調査の趣 旨等 を説明の上、

の有無を確認する。
口調査対象者がいる場合は、調査票を手渡 し、記入及び郵送による返送を依

頼する自計郵送方式。

口調査票は原則、調査対象者本人が記入する。

※5 記入の支援方法等について、今後検討。

3.調査の内容

(1)調査の内容を検討するに当たっての考え方

今回の実態調査については、新 しい総合的な福祉制度の対象者が明らかで
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ないことから、その調査対象となる範囲を幅広 く設定することが適当である。

また、このような調査の基本的な性格の下で、障害の状況に対応 したサー ビ

ス提供のあり方の検討に資する調査とするためには、障害の状態その他の調

査対象者の基本的な属性 と必要とされる支援内容との関連について分析が

可能となるような調査項目の設定が必要である。

(2)具体的な調査項目とその必要性

①回答者の基本的属性に関する調査項目

調査項 目 具体的な調査内容 必要性

障害の状況 ・障害の状態及びそれに伴う日常生活又は

社会生活上の支障について一定程度分類し

た選択肢を示して選択 (障害の重複状態に

ついても調査 )

・障害の状態及びそれに伴

う日常生活又は社会生活

上の支障の程度 について

分析するために必要

障害の原因等 ・障害の原因について選択肢を示して名称

を選択

(名 称の例 :脊椎損傷、統合失調症等)

・発作など症状が断続的に生じるものにつ

いてはその頻度

・障害の原因が生じた年齢又は診断を受け

た年齢

・障害の状況を分類するた

めに必要

日常生活又は

社会生活上の

支障の継続期

間

・障害に伴 う日常生活又は社会生活上の支

障を生 じることとなつてか らの期間を選択

(区分の例 :6ヶ 月以上 1年未満、 1年以

上 2年未満、2年以上 5年未満、5年以上 )

・障害の継続期間により、

福祉サー ビスの利用状況

や利用希望等に差がある

のか検証するために必要

日常生活又は

社会生活上の

支障の発生頻

度

・日常生活又は社会生活上の支障が発生す

る頻度を選択

(毎 日、週○回、等 )

・日常生活又は社会生活の

制限の程度の 目安 として

確認が必要

年齢及び性別 ・年齢 (○歳)及び男女の別 ・調査対象者の年齢構成等

について把握す ることが

必要

居住形態及び

同居者の状況

`居住形態 (自 宅、GH・ CH等の別)、 同居

者の本人との関係

・居住形態、同居者の状況

と福祉サー ビスの利用状

況との関係等の検証を行

うために必要
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障害者手帳等

の種類

。身体障害者手帳 (障害の種類、等級別)、

療育手帳 (程度別 )、 精神障害者保健福祉手

帳 (程度別)、 特定疾患医療受給者症、小児

慢性特定疾患医療受診券の有無

・障害程度区分又は要介護認定の状況

・障害のある者が どの程

度、現行制度による支援の

対象 となつているか等に

ついて検証するために必

要。

収入の状況 lヶ 月当たりの収入内訳を記載 (就労収

入○円 (う ち工賃○円)、 公的年金○円、

手当○円等 )

口収入の現状を把握するた

めに必要

課税状況等 ・所得税・住民税の課税状況、生活保護受

給の有無等

・収入状況を補完する情報

として必要

支出の状況 ・ lヶ 月当た りの支出内訳を記載 (医療費

○円、福祉サー ビス利用者負担○円 (う ち

食費等実費負担○円、サー ビス利用料○

円)、 家賃○円等 )

・収入に対する支出状況を

把握するために必要

日中の活動状

況等

・日中の主な活動内容について例を示して

選択 (就労、就学、居宅等 )

・外出の状況

・日中の活動状況等の把握

のために必要

障害福祉サー

ビス等の利用

状況

・居宅介護、生活介護その他の障害福祉サ

ービスや介護保険サービス等の利用の有無

及び利用量、補装具・日常生活用具の使用

の有無等

・どのようなサービスを利

用しているのか現状を把

握するために必要

障害福祉サー

ビス等の希望

・利用を希望するサー ビスの内容及び量 (居

宅内の介護等の支援、外出時の支援、日中

の介護、就労の支援、生活の場等 )

・どのようなサービスにど

の程度の利用希望がある

のか把握するために必要

その他 ・今後暮らしたい場所、困つていること、

相談相手等

・今後どこで暮 らしたいか

等を把握するために必要

※ 6 調査項目については、過不足等について今後更に検討。

②現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス等

(3)調査対象者の範囲について

障害者権利条約第 1条 を踏まえ、今回の調査の対象者については、以下の

とおりとする。

【参考 1】 障害者権利条約第 1条 (政府仮訳抜粋)
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「障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有するものであ

って、様々な障壁との相互作用により他のものと平等に社会に完全かつ効果的に参

加することを妨げられることのあることのあるものを含む。」

障害者手帳 (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交

付を受けている者又は交付を受けていないものの、以下のような長期的な身      .
体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害に伴い、日常生活又は社会生活が

制限される状態に概ね 6ヶ 月以上該当する者若 しくは該当することが見込

まれる者 (明 らかな改善状況にあるものを除 く。)

<例 >

①眼鏡等の機器を使用しても、見ることに困難 (difficulty)を 伴う

②補聴器等の機器を使用しても、聞くことに困難を伴う

③歩行や階段の上り下りに困難を伴う

④思い出すことや集中することに困難を伴う

⑤入浴、衣服の着脱のような自身で行う身の回りのことに困難を伴う

⑥話し言葉を使用して、意思の疎通 (例 えば、理解したり、理解しても

らうこと)を行うことに困難を伴う

⑦もの (2キ ロ程度)の持ち上げや小さなものをつまんだり、容器の開

閉をすることに困難を伴う

③疲れやすさや痛みがある

⑨金銭管理や日常の意思決定に困難を伴う

⑩幻覚 口妄想、そう・うつ、けいれん、薬物などの中毒その他の精神の

障害がある

①対人関係やコミュニケーションの困難さ、パターン化した興味や活動、

読み書き能力や計算力などに特化された困難さ、不注意、多動 口衝動

的な行動のいずれかがある

⑫児童の場合は、発達状況などからみて特別の支援や配慮をしている

【参考2】

上記の例示は、ワシン トングループが障害統計に関 し国勢調査用等に作成 した質

問内容 (slx question set)等 を参考に例示 した。なお、ワシン トングループは、「国

連障害測定に関する国際セ ミナー (2001年 6月 )」 において障害データが国際比較で

きるような統計的・手法的作業が国際 レベルで必要とされたことか ら、非公式・一

時的に組織 された市民の集まり (CiTYGROUP)で あり、会合はこれまでに 9回行われ
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その概要が国連続計委員会に報告されている。

4.ス ケジュール等

別紙

-9-



-10-



別紙

―

〓

―

全国在宅障害児 口者実態調査 (仮称)の検討スケジュール (案 )

時 期 全 体 (総合福祉部会の動き)
-) -+> 2" j' tv-J 研究班

22年 5月

22年夏

22年秋

調査設計の骨格

示 し、意見聴取

(案)を総合福祉部轟

/
調査票案を総合福祉部会に提示 し、意見聴

取

試行調査の集計結果の報告

調査対象、調査方法、調査票の案を総合福

祉部会に提示 し、意見聴取

調査対象、調査方法、調査項 目等についての基

1:,3『 顔[[塘 [η肇

調査設計の骨格 (案 )を とりまとめ ~

総合福祉部会の意見を踏まえて、調査設計の骨

格 ω を修正

調査票の案について当事者団体の意見聴取 (書

面及び必要に応 じヒアリング)

意見聴取の結果を踏まえて、試行調査の調査票

案をとりまとめ

総合福祉部会の意見を踏まえて、試行調査の調

査票案を確定 _

試行調査の集計結果の報告

調査対象、調査方法、調査票の案をとりまとめ

総合福祉部会の意見を踏まえて、調査票等の内

容を確定

ワーキンググループの検討結果をもとに、具体的

な調査設計の骨格 (案 )を作成

ワーキンググループで示された方針を基に、試行

調査の調査票案を作成

試行調査の実施

試行調査の結果の集約

試行調査の結果を踏まえた調査対象、調査方法、

調査票の案の作成

※ 比較的小規模の市町村の意見の聴取方法についても検討する。
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全国在宅障害児・者実態調査 (仮称)試行調査

実施要領 (案 )

1.調査の目的

平成 23年度に実施する全国在宅障害児・者実態調査 (仮称)に おいて信

頼度の高い調査結果を得るため、調査方法及び調査項 目等の有効性の検証を

行 うことを目的とする。

なお、本試行調査の結果については、総合福祉部会における議論の参考と

するため、同部会に提供するものとする。

2 調査の方法

調査方法    郵送による配布、回収

調査対象期 日  平成 22年 11月 1日 現在 (P)

調査期間    平成 22年 11月 中旬から 12月 中旬 (予定 )

※標本数及び標本抽出方法について検討を要する。

3.調査の実施主体

厚生労働科学研究 「障害者の生活実態及びニーズ等を把握するための調査

手法の開発に関する研究」研究班 (主任研究者 :平野方紹 日本社会事業大学

准教授 )

4 調査項目

別途、試行調査に係る「調査票 (案 )」 を作成する。
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IF ム′二 くさ し ゃじ ,́た  い|,1う き       か  し■う

・者実態調査 (仮称 )全国在宅障
十 ん■ゅうほ ノレル, え

(研究班案)

この調査は、障害児・者の福祉施策を改善するための基礎資料を得るために

実施されるものです。

お答えいただいた内容については、秘密の保護に万全を期すとともに、調査

結果の集 計以外には使用 しませんので、調査へのご協 力 をお願いいたしま

す。

”行
し
式】〓

ロ
じ児”害

一̈雪示

雄
方のち

も
持おを

蒟
帳

“
手轟制

協
健田保〕者「富三ロ

」障い
神

神
精

兜
療“椰

　も
“請
　“

」障
か
体
　
贅

い
身
　
」

●

たいしょう      かた

対 象 となる方】

びょうき       とう       にちじょうせいかつ  けいぞく

病気やけが等により日常生活に継続 し● 上記の手帳は持っていないが、

て支障が 生 じている方

つ ぎ かた    てちょう  も かた    ちょうき  たいしょう

次のような方は、手帳を持つていない方でも調査の対 象 となります。

・眼鏡等の機器を使用 しても、見ることに困難を伴 う。

・補聴 器等の機器を使用 しても、聞くことに困難を伴 う。

口歩行や階段の上 り下 りに困難 を伴 う。

・思い出すことや集 中 することに困難を伴 う。

・入 浴、衣服の着 脱のような身の回 りのことに困難 を伴 う。

・話 し言葉を使用 して、意思の疎通 (例 えば、理解 したり、理解 してもらうこと)に 困

難を伴 う。

・ものの持ち上げや小 さなものをつまむこと、容器の開閉をすること等に困難 を伴 う。

口疲れやすさや痛みが継続する。

・金銭管理や日常 の意思決定に困難 を伴 う。

・幻覚・妄想、そう・うつ、けいれん、薬物などの依存その他の精神の障 害がある。

″対人関係やコミュニケーションの困難 さ、パターン化した興 味や活動、読み書き能

力 や計算力 など特化された困難 さ、不注 意、多動 口衝 動的な行動のいずれかが

ある。

口児童 (18歳 未満)の場合、発達状 況 などからみて特別の支援や配慮 を必要 として

いる。
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t,1う さ  い Lう   き  にゅう   へ んそ う

調査票の記入 薔返送について

り           きつ     き |[`う                  どう́:、 う   ′ヽん t´ んにうヽうとう   きって  ヽ1う        ′ヽパ,そ う

人につき1冊ずつ記入 していただき、同封の返信用封筒 (切手不要)にて返送し

ていただきますようお願いいたします。

※対象 となる方がお二人以上 おられる場合は、追加して調 査票 をお送りします
か ■   |,1う

= 
たん七うt■ く|,      力んらく

ので、下記の調 査担当窓口までご連絡をいただきますようお願いいた します。

○ 本調 査は、 11月 1日 時点 (P)の状 況 に基づいて記入 してください。

○ この調 査票 は、調 査の対象 となる方ご自身で記入 してください。

○ ご自身で記入 できない方につきましては、ご家族の方、又は介護をしている方等が

記入 を手伝つてください。

(ご家族の方や介護をしている方が記入 される場合は、ご本人の意見を聞いて記

入 してください。ご本人の意見が分からない場合には、記入 する必要はありま

せん。)

○ 回答や返送のお手伝いを希望される方、お尋ねにな りたいことがある方は、下記の

調 査担当窓口までご連絡 ください。

【調査担当窓口】

○○○○○○

TELOOO(○ ○○)○○○○
FAXOOO(○ ○○)○○○○

巨一Mail OOOOOOOOOOO

※ ご本人以外の方が回答を記入 された場合は、記入 された方とご本人との関係

について、あてはまる方に○をしてください。

1 ご家族

2 その他
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〓
目

“
項

掃
問い質るす鳥関に

い性へ属』本・基
ｒ

Ｌ

力,■′

(覇震) 】

い
問 'ヽ

たオltヽ     ■■

あなたの年齢をお答えください。

::|ヽ               :彗 い ´ヽ )́    二た

問2 あなたの性別をお答えください。

だんせい

男性
ti tせ ,｀

2 女性

とい              う
'       

と しうふ |ナ /t    it

間3 あなたのお住まいの都道府県をお答えください。

と どうち、 |「 ん

都道府県

tt｀               l       L■ ,る い    こ

「間4 あなたのお住まいの種類をお答えください。

貸間・簡易宿 舎

グループホーム ロケアホーム ロ福祉ホーム等

プホームやL賂株ねLの曇業
う
を答む。)

その他

２

３

４

５

６

７

＞
　
＞

勁
一舎

ｏ
　

ｏ　
ヨ
」
宿

む

　

む
　

ンヽ
普
貝

ふ袷
　ス袷
　一
業̈

ン
　

ン
　
ロ
じ′，従

ヨ
　

ヨ
　
ト
　
の

ンヽ
　
　
ンヽ
　
　
一
「
生
可

ン
　
ン
　
パ

い
舎

一構
犠̈
いけ
一口寄宿

一
膨

一
膨

¨
鉾

¨
け

〓
宅

の
　

の

社
員
　
・
』
住

“
分
　
よ
族

鳥
間

ま
宅

か
営

し
自
　
か
家

」
民

い
社

‐・ぅ
公

」
症ｎ

Ｈ

ち

矢』
認の

蹴
険

ほ
保

ご
護

か
介

,た ,サ ,う ,,ヽt

対応型グルー
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間 5 -緒 に暮 らしているご家族をお答えください。 (あてはまるものすべて)

※グループホーム等に入 居 している人は回答する必要はありません。

1 配偶者

2親

3  子
き |う たい t´  まい

4 兄 弟姉妹

5 その他

6 -人 暮 らし

問6 今後、どのように暮 らしたいと考
｀
えていますか。

1 現在と同じように暮 らしたい

2 現在 とは違 う暮 らしが したい   (補 間へ )

問 6-補間  (違うところで暮 らしが したいと考
｀
えている方)どのように暮 らしたい

と考 えていますか。

1 -人 暮 らしをしたい

2 鏡程は=結に桂んでいない象挨と=緒に暮らしたい(結婚曇により新
ら
しぃ象挨

と一緒に暮 らす場合を含む。)

3 グループホーム等で暮 らしたい

4 施設に入 りたい

5 その他

※「グループホーム等」とは、障 害者自立支援法に基づくグループホームやケアホ

ーム、槍在ホームの花、芥肇裸晨による瓢i口差
う
持態重グループホームや旨賂株ね

自の事業 によるものを含みます。
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[ 1 )ん  t｀     し 1 ,11 t｀     ,|ヽ ア.        1  11, ′′■ ,1, く    ',′ せ′

【障害の状態に関する質問項目 (案)】

間7 どのような原因で障 害をお持ちになりま したか。 (あてはまるものすべて )

1 病 気        2 事故・けが
さいがtヽ                        L■ ,]´ |う し   イん t´ 上う

3 災害         4 出 生 時の損傷

5 加齢         6 その他

7 不明

間 8 これまで知的障 害 として判定・診断 された ことはあ りますか。

1  はい

2  いいぇ

間 9 これまで発達障 害 として診断 された ことはあ りますか。

1  はい

2  いいぇ

間 10 これまで高次脳機能障 害 として診断 されたことはあ りますか。

1 はい

2 いいぇ

間 11 概 ね この 6ヶ 月以上 、体 の具合が悪いところはあ りますか。

※一時的な風邪やけが等によるものは含めないで ください。

1 はい    (補 間へ )

2 いいぇ

-19-



間 11-補間 1 あなたの体 の具合が悪い状 況 はどのようなものですか。主なもの

3つ を下の表 から選んでください。

※一時的な風邪やけが等によるものは含めないでください。

1 1つ かい   ttつ し■ ,

障 害の症 状

(十裏
う
で散

｀
彗する暑喜を

記入 してください。)

1

2

3

しL■ ,｀ い  し|う し1つ

【障 害の症 状 】

01

02

03

04

05

06

07

08

09

熱が出る

体 がだるい 口疲れやすい

眠れない

いらいらしやすい

もの忘れする

集 中 が続かない

落ち着かない・衝動 的になる

気分が沈む・意欲がわかない

適切な判断ができない

気になると頭 を離れない・こ
つよ

だわ りが強い
ずつう

頭痛

めまい

下痢

便秘

腹痛

23 かみにくい・飲み込みにくい

24 腰痛

25 手足の関節の動きが悪い・痛い

26 手足の動きが悪い・痛い

27 手足のしびれ・まひ

28 手足の切断

尿 が出にくい・排 尿時痛い

尿 失禁

た

31 その他

一非
師̈
一麟

７

　

８

　

９

ｒ

胸
部

０

　

１

　

２

２

　

２

　

２

′
―
―
―
―
―
―
ヽ

消
化
器
系

―
―
―
―
―
―
―
―
、

な

い
　
せ

な

由
話

で
出

が

一」ぇが

轟
謀

ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

「軌
詞

・
コ
象
」

10

1

2

筋
骨
格
系

・
手
足

９

　

０

２

　

３

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ｔ

尿
路
系

13 ものが見づらい・見えない

14 聞こえにくい・聞こえない

15

16
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とい      11 1)ス                〔ド|う き   からi   く ら|ヽ   1,ろ   し上

間 11-補 間2 どのような病 気で体 の具合が悪い状
LI´   ひ 1う     え

',

もの3つ を下の表 から選んでください。

”畷
一誤

病 気の種類
う  がいとう   ばんごう

で該 当する番号 を

してください。)

1

2

3

じていますか。主 な

肺 =気管支等呼吸器系の病気

胃 口十二指腸の病気

肝臓 口胆のうの病気

大 腸 ・ 直 腸 の病気

」
生カい

態

′
―内

分
泌

・
代
謝
系

01

02

03

22

23

24

25

26

27

たいしゃ びょうき

代謝の病気 消
化
器
系

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

気分障 害 (う つ

神経症性 障 害

適応障 害等)

統合失 調 症

摂 食 障 害

睡眠障 害

れ
一〓ロａ一榔

アルコール・薬物依存

認知症
た   せいしん じつかん

その他の精神疾患

パーキンソン 病

てんかん

その他の神経の病気

筋
骨
格
系

15 眼の病気

16 耳の病気
費
″ヌ

聾
病の

い
系

贅
気
発
器

ぬ
病
」
尿
′

な
ヌ

の
ひ
泌

性
柄

う

の

の

一を
他

¨
諭

間

わ

′
―
―
―
―
―
―
―
ｌ
ｌ
ｔ

泌
尿
器
系

た他つ
い利

０

　

１

４

　

４

躍̈　　“塞　嚇

風
蠍
機
対

17

18

19

20

21

38 免疫の病気

39 血液の病気

′]ヽ 腸 の病気

その他消化器系の病気

28 歯の病気

29 皮膚の病気

r30 リウマチ程撲嘗
31 関節 症

32 腰 痛 症 (椎間板ヘルニア・脊 柱

管狭 窄 症 等 )

33 骨粗髯 症

34 その他の筋骨格系の病気

35

36

37
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したうが tヽ 1ゃ   んヽ た    て ',tう お に  い り上うひ じ ■‐ せヽいな   かん    じ )́1,ん こ う1,く   あス′

【障 害者に関する手帳 及び医療 費助成制度に関する質問項目 (案)】

間12 障 害者に関する手帳 をお持ちですか。

1 もつている   (補 間 1へ )

2 もつていない  (補間5へ )

間12-補間1 (障 害者のための手帳 をもつている方)お持ちの手帳 の種類はど

れですか。 (も っているものすべて)

1 身体障 害者手帳                  (補 間 2へ )

2 療 育手帳 (愛の手帳 、愛護手帳 、みどりの手帳 等 (補間 3へ )

3 精神障 害者保健福祉手帳              (補 間 4へ )

簡12-希簡2 僣株選
う
讐暑革Fをもっている芳)野株撻

う
箸の選難と曇祓

う
はど

のように認定されていますか。障 害の種類ごとに該当する等級 に○

をつけてください。 (あてはまるものすべて)

い
類

い
種の

い
一〓ロ

」
障

とう  さ●う

等 級

し かくしょつか
'｀

視覚障 害
123456

ち、うかくさ σ
'う

し上うかい

聴 覚機能障 害
234・ 6

か一〓ロ

」
障

う
ヒ
じ

の
ム
自
ロ

き
機

一
衡゛

平
3 5

ご
謳
叩

晩
一言ロ

い
士戸

社
立
日

き グ,う し上うが,｀

そしゃく機能障 害
3  4

ぅ
由

し
自ふ

不
“
体

し
肢

|」 ■う:

(上 肢 )

1234567

支か
下

ぅ
由

し
自ふ

不
一
体

し
肢

1234567

れ
幹

一
体

ぅ
由

」
自ふ

不
川
体

し
肢

123・ 5

一
障

う
ヒ
ヒ

の
ム
ロ
ロ

き
機

“
動

,|  き υ)う

月支寄箋育ヒ)
1234567

L´  =[い ら、 じ  う のう
'''ん

せいうん11う き )́う L´ 1う ち`い い どうき のう

肢体不自由 (1図原性運動機能障 害 口移動機能 )

1234567

―-22-―



1んぞうき t7う し■うがい

心臓機能障 害
1・ 34ロ

i さ■う
= 

き )́う し|う 1｀ い

呼吸 器機能障 害
1・ 34ロ

“
一室ロ

」障
う

し
じ

め
ム
ロ
ロ

き
機

¨
臓んじ

1・ 34・

十,上 く|,Iう き ご)う t lう
=｀

い

ぼうこう・直 腸 機能障 害
1  ・  3  4

”
一〓ロ

」
障

・つ
ヒ
ヒ

の
ム
ロ
ロ

〓機社腸一′ｌ
1  ・  3  4

r)■ ′● :|」 ス,              うんえきさヴ,う L´ にうがい

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 障 害
1234

ちヽス́モ う`● ='う ( L

肝臓機能障
“｛〓ロ

1234

l:1.

lflt z

LI｀

間 12

とい

間 12

一補間3 (療 育手帳 等をもっている方)知的障 害の等級 はどのように判定

されていますか。療 育手帳 等に記載されている等級 をお答えくださ

い 。

li t,ん       すいtん 1_1う 1｀ いtl.| = けた,ら くし て ら|う 1ヽた  l■ |ヽ 1´ んLIう がtヽ   とうきかう

一補間4 (精 神障 害者保健福祉手帳 をもつている方)精神障 害の等級 は

どのように判定されていますか。藉神峰
う
筈暑裸進槍柾革緩

う
に記義さ

liう き,う

れている等級 をお答えください。

―補間5 (障 害者のための手帳 をもっていない方)障 害者のための手帳 を

もっていない理由は何ですか。該当する番号に○印 を記入 してくだ

さい。

¬ 障 害の種類や程度が手帳 の基準 に合致 しない。

2 手帳 の制度や取得の手続きがわからない。

3 特に手帳 がなくても困らない、又は手帳 を持ちた くない。

4 その他

一
級

「
級

きレ‐，級

１

　

２

　

３

１

　

２

　

３

-23-―



とい      ||ノ レざい             い つ1う き かん                              らか

間13 現在、どのくらい医療 機関にかかつていますか。もっとも近いものに○をし

て ください。

1 1週 間に 4回以上     2 1週 間に 1～ 3回

3 2週 間に 1回程度     4 1ヶ 月に 1回程度

5 3ヶ 月に 1回程度      6 6ヶ 月に 1回程度

7 入 院中           8 医療 機関にかかっていない

とい      し|う ι`tヽ lゃ         こうい ′:、  たん|ヽ  い|う しいど   ,' につ              ち`いとう    |=ん ごう

間14 障 害者のための公費負担医療 制度を利用していますか。該当する番号に0     1
印を記入 してください。

等 )

6 その他

7 利用 していない

間 15 障 害者自立支援法による福祉サー ビスを利用 していますか。

1 利用 している  (補 間へ )

2 利用 していない

間 15-補間 (サービスを利用している方)障 害程度区分の認定を受けていますか。

また、認定を受けている方は、障 害程度区分はいくつですか。

1 認定を受けている

→現在の障 害程度区分はいくつですか。該当する区分に○をつけて

ください。  (1・ 2・ 3・ 4・ 5・ 6)

2 認定を受けたが非該当だつた

3 認定を受けていない

ど
度

い
制

い
成」

助
ひ費」

療い
医

＞
　
　
　
　
　
い
者

ぃ療
　
　
●一度
　
　
害̈

い
医
　
　
い
制
　
　
」
障

う
、

ひ
費

´
医
　
　
い
制

つ
、

に

し事
　
　
い
医

じ
自

」
特

」
小

一
生

ち
地

１

２

３

４

５
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間16 介護保険法によるサービスを利用していますか。

1 利用している  (補間へ)

2 利用していない

間16-補間 (サービスを利用している方)要介護度はいくつですか。該当する要介

護度に○をしてください。

要支援 1日 要支援 2

要介護 1日 要介護 2・ 要介護 3日 要介護 4日 要介護 5

-25-



あ た′

(案 ) 】

間 17 障 害により日常 生活上 の支障 が生 じはじめた (支障 があると気づいた)

のは何歳ごろですか。

さい

歳ごろ

日常 生活上 の支障 が生 じはじめた (支障 があると気づいた)後、支障 の

度合いは変化していますか。

1 変化していない

2 支障 が大きくなつている

3 支障 は小さくなつている

4 よくなつたり悪くなつたりしている

5 わからない

状
目

「項け間「質るす」関に
」障し支の“活い生」常

二ｔｉ
日

ｒ

Ｌ

間 18

肺概
離̈
　※

９
い
問

む        か ||つ   ル,tヽ だ     し上

ねこの 6ヶ 月の間 に、障
」
障し

支ので
球
上る

ユ
送を″活

い
生

〓
常

，
日るよに

か
一〓ロ

〔tヽ

はどの程

じましたか。

1 障 害に関係のない支障 (一時的な風邪やけが等)によるものは含め

ないで ください。

※ 2 入 院 していた期間がある場合は、その期間を含めないでください。

※ 3 発生が予測 しにくい症 状 (発作等)に より継続的な見守 り等が必要な

場合は、毎日としてください。)

1  ほ ぼ 毎 日
Ⅲ l「 ・つい  :Iう

2 3ヶ 月以上

3 2ヶ 月以上 3ヶ 月未満

4 1ヶ 月以上 2ヶ 月未満

5 1ケ 月未満

6 特に支障 はなか つた
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間20 概 ねこの 6ヶ 月の間 の日常 生活を送る上での支障 はどのようなものでし

たか。あてはまる状 態に○をしてください。

※全員記入 してもらい、集 計段階で年齢を考慮することとする。

t tヽ ti

食 事をする

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛けがあればできる

4 -部 介助が必要  5 全部介助が必要

排せつをする

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛けがあればできる

4 -部 介助が必要  5 全部介助が必要

|■ ■itく

入 浴をする

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛けがあればできる

4 -部 介助が必要  5 全部介助が必要

:｀  'く   ',|く rl´ )

衣服の着 脱をする

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛けがあればできる

4 -部 介助が必要  5 全部介助が必要

|ヽ ′  lr tヽ   い どう

家の中を移動する

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛けがあればできる

4 -部 介助が必要  5 全部介助が必要

食 事の支度や後片

付けをする

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛けがあればできる

4 -部 介助が必要  5 全部介助が必要

6 経験がない・機会がない

身の回 りの掃除、

理整頓 をする

敦̈
エ

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛 けがあればできる

4 -部 介助が必要   5 全部介助が必要

6 経験がない・機会がない

せん■く

洗濯をする

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛けがあればできる

4 -部 介助が必要  5 全部介助が必要

6 経験がない 口機会がない

日常 の買い物をす

る

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛けがあればできる

4 -部 介助が必要  5 全部介助が必要

6 経験がない・機会がない
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きたせんかえ′り

金銭管理をする

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛けがあればできる

4 -部 介助が必要  5 全部介助が必要

6 経験がない・機会がない

`、

くゃくかん |,

服薬管理をする

1 -人 でできる   2 時間をかければ一人でできる

3 見守 りや声掛けがあればできる

4 -部 介助が必要  5 全部介助が必要

6 経験がない 電機会がない

え
一伝を

し
思

い
二日〔

の
一
分

」
白
目

1 誰にでも伝えることができる

2 特定の人には伝えることができる

3 特定の人に対 して特定の事柄について伝えることがで

きる

4 伝えることができない

相手の意思を理解

する

1 誰の意思でも理解することができる

2 特定の事柄については理解することができる

3 特定の人の特定の事柄についての意思は理解すること

ができる

4 理解することができない

医療 的ケア

(通院や在宅にお

ける医療 的な支援

の必要性 )

経管栄養が必要

たんの吸 引が必要

導尿 が必要

その他
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【日常生活の支障の状況と希望に関する質問項目 (案)】

苦21 首地において、
十
首
,|;生

藩上
う
の豊後を肇からどの程農姜けてぃますか。圭接の

種類ごとに受けている回数にもつとも近いものに○をしてください。

※グループホーム等での支援は福祉サービスとして考 えてください。

※通所サービス等を利用する分は除いてください。

福祉サー ビスを利用 して

いる (ホームヘルパー等 )

てナ↓受をれ
援

し
支らヽカ「

等
ネ
族

る

い
家

い
その他

と う

(ボランティア等)

1 毎日

2 1週 間に 3～ 6日 程度

3 1週 間に 1～ 2日 程度

4 その他

5 利用 していない

1 毎日

2 1週 間に 3～ 6日 程度

3 1週 間に 1～ 2日 程度

4 その他

5 支援を受けていない

1 毎日

2 1週 間に 3～ 6日 程度

3 1週 間に 1～ 2日 程度

4 その他

5 支援を受けていない

間 21-補 間  (福祉サー ビスを利用 している方)1週 間当た り平均 して何時間程度

利用 しま したか。

1 5時 間以内

2 6～ 10時間

3 11～ 15時間

4 16～ 20時間
し かたい し上う

5 21時 間以上

とい      し たく          ■|,じ ょうせいかつじLう   し えん  う           ふくし

間 22 自宅において、日常 生活上 の支援を受けるため、福祉サー ビス (ホームヘ

ルパー等)を どの程度利用 したいですか。

1 毎日

2 1週 間に 3～ 6日 程度

3 1週 間に 1～ 2日 程度

4 その他

5 利用 した くない
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【日中活動の状 況 と希望に関する質問項目 (案)】

問 23 現在、日中 はどのように過ごしていますか。 (あてはまるものすべて)

1  正職 員として働 いている

2  アルバイ トやパー トとして働 いている

3  自営業 をしている (家の仕事を手伝つている)

4  障 害者のための通所サー ビスを利用 している

(地域活動支援センターや作業 所等を含む )

5  介護保険の通所サー ビスを利用 している

6  病 院等のデイケアを利用 している

7  学校に通つている

8  保育園・幼稚園に通つている

9  障 害児の通園施設に通つている

10 その他

11 家庭内で過ごしている

問24 El革
う
はどのように過ごしたいと考

い
えていますか?

1 現在と同じように過ごしたい

2 現在 とは違 う首亭
う
の過 ごし方をしたい  (補 間へ )

問 24-補 間  (現在とは違 う過ごし方をしたい方)どのように過ごしたいですか。

1  正職 員として働 きたい

2  アルバイ トやパー トとして働 きたい

3  自営業 をしたい (家の仕事を手伝いたい)

4  障 害者のための通所サー ビスを利用 したい

(地域活動支援センターや作業 所等を含む)

5  介護保険の通所サー ビスを利用 したい

6  病院等のデイケアを利用したい

7  学校に通いたい

8  保育園 口幼稚園に通いたい

9  障 害児の通園施設に通いたい

10 その他

11 家庭内で過ごしたい
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【外出の状況 と希望に関する質問項目 (案)】

間 25 概 ねこの 6ヶ 月の間 に、どの程度外出 しましたか。

11:ヽ   :,

1 毎 日

2 1週 間に 3～ 6日 程度

3 1週 間に 1～ 2日 程度

4 2週 間に 1～ 2日 程度

5 1ヶ 月に 1～ 2日 程度

6 その他

7 外出 していない

とい                .,｀ キ` 111,            し ,た   ● ,́1う

問26 どのような外出 をするときに支援が必要ですか。

¬ いつも支援が必要

2 慣れた場所には一人で行 けるが、それ以外は支援が必要

3 いつもはひとりで行 けるが、調 子が悪い場合は支援が必要

4 その他

5 -人 で外出 できる

とい       II ちた   ,,ヽ とり   :itヽ L:,´ )       |デ  |,い             ,,｀ |ヽ lⅢ )́

間 26-補 間 一人で外出 できない場合、どのように外出 していますか。

1 福祉サー ビス (移動支援等)を利用 している

2 福祉タクシー等の移送サー ビスを利用 している

3 家族に付 き添つてもらっている

4 友人や知人、ボランティア等に付 き添 つてもらっている

5 その他
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間27 外出 する際の支援として、福祉サービス (移動支援)をどの程度利用したい

ですか。

1 毎日

2 1週 間に 3～ 6日 程度

3 1週 間に 1～ 2日 程度

4 2週 間に 1～ 2日 程度

5 1ヶ 月に 1～ 2日 程度

6 その他

7 利用を希望 してない
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1た にム′ [Ⅲ う|「 ′
"  1'tつ

き[;お よ  うヽ lFい   しLう き上う  かん    しつ1,プレこ ,1,く   あた

【本人の収 入 の状 況及び課税の状 況 に関する質問項目 (案)】

間28 平均的な一月当たりの収 入 はいくらですか。

※ 18歳以上 の方のみご回答ください。

い.1つ ●`|,      t′ |う li′

"う
一月当た りの収 入

ヽ
約 れ

円
五
万

liい       II I)t      tⅢ Ⅲ二′|う       か■    し,う 1「 Ⅲう  うらわ |

間 28-補 間 1 (収 入 がある方)収 入 の内訳はどのようになつていますか。

問29  住 民税と所得税は課税されていますか。また、生活保護は受給 していま

すか。

い
税

一
民

い
住

めヽ ぜい                   か  tlい

課税 されていない  ・ 課税 されている

い
税

К
得

」
所

んヽ せい               か  ぜい

課税されていない ・ 課税されている

こ護燿保”
活

い生
じⅢきゅう                 し

",き

ゅう

受給 していない ・ 受給 している

ユ
給

」
等

現
在貝

「
工

||' L

料
ヽ
約

■んえノし

万円

「
等

議
金

Ｍ
年

一
的

”
公

ヽ
約 =ん

えん

万 円

で   あて

手 当
蘇
約 れ

円
ａ
万

ボ
送し

仕
ヽ
約

tた えん

万円

その他
ヽ
約

■んえん

万円
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1ん i「 た  し L● ,‐   |ヽ ス′   L´ ■,た こ う1)く   ●ん

【本人の支出に関する質問項目 (案)】

間30 平均的な一月当たりの支出 はいくらですか。

※18歳以上 の方のみご回答ください

(支出 がある場合は補間へ)    t

=い
      1 1,た       t tⅢ つ      いた    し L.|´ ,  う十,ゎ け

間30-補間 1 (支出 がある方)支 出 の内訳はどのようになつていますか。

簡30-為簡2 (給柾サービスをおl用 してぃる芳)通誹サービス尋を業1用する標に

食 事の提供 を受けていますか。また、受けている場合の一月当たり

の食 費の負担額はいくらですか。

1 受けている

→ 一月当た りの食 費負担額 約     万円

2 受けていない

」′，，山
山

し
支のりた

ち
当

一
月

二 ｔ
約

え′‥円
一
万

のス

一
担

ビ

ふ
負

一
い
者

サ

一
用

し
祉

・
利

ス
福 ヽ

約
■んえム

万円

しょく  ひ

食  費
ヽ
約

|た′えス

万円

雑̈
い
費

一
居

¨
住

α
約

iん えん

万 円

費̈
一
水

ル
熱

一
光

ヽ
約

る
円

一
万

tヽ り 上 うで
'

医療費
ヽ
約

え′し円
れ
万

その他
蘇
約

■んえん

万円
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【その他の質問項目 (案)】

間 31 あなたは、何か困つたことがあったとき、どこ (誰)に相談 しますか。当ては

まるもの全てに○をして ください。

1  行 政機関

2  福祉サー ビスを提供 している事業 者や福祉施設

3  医療 機関

4  教 育機関 (学校等 )

5  相談支援機関 (地域包括支援センター ロ障 害者相談支援センター等 )

6  社会福祉協 議会

7  障 害者団体

8  民生委員や障 害者相談員

9  家族

10 友人 口知人

11 その他

と,ヽ                  ■|ヽ か ,́          |ミ
=ヽ

                   こI

間32 あたなたは、生活をしている中で、どのようなことで困ることがありますか。

』
述

き
記

ぅ
由

し
自
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自由記述 )

【医療 やリハビリテーシヨンについて】

てし
つこ

ヽ
育

さ‐‥教
〓
育

」
療

|■ ちじ |う せいか )́

【日常 生活について】

【福祉サービスについて】

しゃかいさんか   t´ Ⅲう う

【社会参加口就 労について】

【バリアフリーについて】

けんい ようこ

【権利擁護について】

た

【その他】

とぃ                   せいかつ          なか               し えス,  ひ )́よ う

問33  あなたは、生活をしている中で、どのような支援が必要ですか。
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